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千葉県における地域医療構想に係る機能区分の考え方および
急性期病床の必要数に関する定量基準に基づく推計方法についてのレビュー（概要版）

１．背景・経緯

　2018（平成30）年8月16日付け医政地発0816第1
号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知において、
医療機関の回復期機能への理解が不足しているため
に、現行の病床機能報告において回復期機能を担う病
床が不足していると誤解される事態が生じていたこと
から、都道府県医師会等の医療関係者等との協議を経
て、地域の実情に応じた病床機能の定量的な基準を作
成し、地域医療構想調整会議の活性化を図ることとな
った。

　千葉県では、病床機能報告制度を活用して医療機能
の把握に努めるとともに、医療機能をより適切に把握
するために千葉県地域医療構想調整会議を通じて地
域別の調査等に基づく定量的基準を作成し、課題整
理、対応策の検討、地域連携等の促進に取り組んでい
る。

　本レビューでは全国で実施されている地域の実情に
応じた病床機能の適切な把握に関する取り組みや定量
的基準に係る基本的考え方や推計モデルについて整理
し、千葉県の取り組みについて評価を試みる。千葉大
学医学部附属病院次世代医療構想センターの特長で
ある公衆衛生学や医療政策学等に基づく科学的観点
に基づき、千葉県における地域医療構想に係る機能区
分の考え方を評価することで、地域医療構想調整会議
の活性化に貢献する。

佐藤大介

２． 全国における定量基準の取り組みに係る
現状

　一部の都道府県では、都道府県医師会などの医療関
係者等との協議を経て、関係者の理解が得られた医療
機能の分類に関する地域の実情に応じた定量的な基準
を作成している。

（奈良県の定量的基準）

　奈良県は2015年時点の病床機能と2025年予測の
病床の必要量を単純比較した結果、　急性期病床が可
能で回復期機能が不足する結果となったが、実際の医
療現場では回復期機能は充足しており過剰感があるこ
とや、在院日数を増加させてまで回復期機能を増やす
ことが地域の実情に応じているのかという観点から、
急性期機能を明確化することとした。特に病床機能報
告制度と2025年の病床の必要量における急性期およ
び回復期の定義が異なっていることと、奈良県におい
て急性期医療を志す医療機関の多くが中小規模病院
であることから、急性期機能を奈良県地域の実情に応
じて定義することとした。たとえば病床機能報告制度
における急性期機能の定義には軽症急性期患者が含ま
れる可能性があり、2025年の病床の必要量の回復期
の定義は「医療資源量が175点～600点未満＋回復期
リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数」の
ため軽症急性期患者が含まれている可能性がある。し
たがって病床機能報告制度における急性期機能を「重
症急性期を中心とする病棟」と、「軽症急性期を中心
とする病棟」に分類し、平成29年に奈良県の独自の
取り組みとして急性期を重症と軽症に区分する目安を
示したうえで報告を求め、施策の対象となる医療機能
を明確化ことで地域における医療機能を明確化するこ
ととした。
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　その結果、2016年病床機能報告では急性期機能
6,997床のうち、重症急性期が4,300床、軽症急性期
が2,697床に分類され、回復期機能は1,999床と報告
された。軽症急性期機能と回復期機能を合計した
4,696床を回復期機能と計上した。その結果、2025
年の病床の必要量における急性期機能が4,374床、回
復期機能が4,333床となり、定量的基準と病床の必要
量が概ね近しい値となった。

　このように奈良県における定量的基準の方式は、県
独自の基準を定め、各医療機関からの自主報告を基に
した方式であることが特長である。加えて、国の統
計、病床機能報告、レセプトデータ分析による県内医
療機関の機能や診療実績の見える化、医療機関同士で
共有する仕組みを徹底し、医療機関に対してきめ細や
かな情報提供を継続していることも特筆すべき取り組
みである。こうした情報に基づく地域の医療機関同士
による協議を活性化させ、地域の医療提供体制および
医師確保体制の再構築の議論を進めている。

（埼玉県の定量的基準）

　埼玉県では第13回地域医療構想に関するワーキン
ググループにおいて病床機能報告データ等を用いた医
療提供体制分析が紹介されている。奈良県と同様に、
病床機能報告制度では医療機能の捉え方が各医療機
関によって異なり、報告上の機能と実際の機能が異な
るために埼玉県の実情に応じた独自の検討が必要であ
ることから埼玉県地域医療構想調整会議を通じて、医
療資源投入量や日々の患者を単位とした客観的指標
に基づいた医療機能区分を策定した。医療機能の区
分の基本的考え方として、周産期病床および小児病床
ならびに緩和ケア病棟を除く、救命救急・ICU、一般
病棟・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション
病棟、特殊疾患病棟・障害者施設等、医療療養病床、
介護療養病床を対象病床とし、高度急性期機能と急性
期機能の区分（区分線1）と急性期機能と回復期機能
の区分（区分線2）を設定した。

　それぞれの区分線は具体的な機能に応じて策定する
ため、外科的治療・内科的治療・全身管理等の診療内
容に基づく指標を策定した。区分線1は救命救急や
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ICU等において、特に多く提供されている診療内容
（手術・がん・脳卒中・心血管障害・救急・全身管理）
に関する稼働病床数当たりの算定回数を指標に閾値を
設定した。区分線2は一般病棟7：1において多く提供
されている医療において多く提供されている診療内容
（手術・がん・救急）および一般病棟や地域包括ケア
病棟で共通して用いられている指標（重症度、医療・
看護必要度）の診療内容に関する稼働病床数当たりの
算定回数を指標に閾値を設定した。

　これらの定量的基準に基づく区分線1および区分線
2によって高度急性期機能と急性期機能を再定義する
ことで2025年の病床の必要量と概ね一致する推計結
果が得られた一方で、回復期機能においては多様な形
態を含む可能性をさらに類型化・具体化する必要性が
指摘されている。埼玉県ではこれらの機能を、整形外
科・脳神経外科等に多くみられる家庭・施設等からの
入院、家庭・施設等への退院が多い「サブアキュート
的機能」、回復期リハビリ病棟等、他の病院・病棟か
らの転院・転棟が多い「ポストアキュート的機能」、
内科系疾患に多く見られる他の病院・病棟への転院・
退棟が多い「ゲートキーピング的機能」に類型化する
ことで、回復期機能の医療提供の在り方について引き

続き協議を進めている。

２． 千葉県における定量基準に基づく推計方
法について

１）基本的考え方
　千葉県における定量的基準は、現行の病床機能報告
をベースとする。全国同様、千葉県においても病床機
能報告は各医療機関による自主報告に基づいて機能区
分が選択されることから、実態を正確に反映している
とは言えない。加えて千葉県は医療圏によって人口構
造や医療提供体制が異なることから、圏域ごとの医療
提供体制の実態把握を調査することで、より精度の高
い定量的基準の策定を行った。具体的には以下の通
り。

１．	定量的な基準による病床機能の実態把握を
試みた調査
①病棟単位の医療資源投入量に着目したも
の：東葛南部・印旛
②病床単位の医療資源投入量に着目したも
の：市原・山武長生夷隅・香取海匝
③診療実績に着目したもの：市原

２．病院毎の役割や連携に着目した調査
病院毎の連携状況や課題認識の把握を目指
したもの：千葉

　2025年の病床の必要量における病床機能の目安と
して、医療資源投入量が用いられていることから、各
圏域において医療資源投入量の指標として月額診療報
酬額を用いている。月額診療報酬額は、保険診療収入
額のうちリハビリテーション料と入院基本料額を除い
た診療点数で補正した額を用いている。
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　その結果、2016年病床機能報告では急性期機能
6,997床のうち、重症急性期が4,300床、軽症急性期
が2,697床に分類され、回復期機能は1,999床と報告
された。軽症急性期機能と回復期機能を合計した
4,696床を回復期機能と計上した。その結果、2025
年の病床の必要量における急性期機能が4,374床、回
復期機能が4,333床となり、定量的基準と病床の必要
量が概ね近しい値となった。

　このように奈良県における定量的基準の方式は、県
独自の基準を定め、各医療機関からの自主報告を基に
した方式であることが特長である。加えて、国の統
計、病床機能報告、レセプトデータ分析による県内医
療機関の機能や診療実績の見える化、医療機関同士で
共有する仕組みを徹底し、医療機関に対してきめ細や
かな情報提供を継続していることも特筆すべき取り組
みである。こうした情報に基づく地域の医療機関同士
による協議を活性化させ、地域の医療提供体制および
医師確保体制の再構築の議論を進めている。

（埼玉県の定量的基準）

　埼玉県では第13回地域医療構想に関するワーキン
ググループにおいて病床機能報告データ等を用いた医
療提供体制分析が紹介されている。奈良県と同様に、
病床機能報告制度では医療機能の捉え方が各医療機
関によって異なり、報告上の機能と実際の機能が異な
るために埼玉県の実情に応じた独自の検討が必要であ
ることから埼玉県地域医療構想調整会議を通じて、医
療資源投入量や日々の患者を単位とした客観的指標
に基づいた医療機能区分を策定した。医療機能の区
分の基本的考え方として、周産期病床および小児病床
ならびに緩和ケア病棟を除く、救命救急・ICU、一般
病棟・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション
病棟、特殊疾患病棟・障害者施設等、医療療養病床、
介護療養病床を対象病床とし、高度急性期機能と急性
期機能の区分（区分線1）と急性期機能と回復期機能
の区分（区分線2）を設定した。

　それぞれの区分線は具体的な機能に応じて策定する
ため、外科的治療・内科的治療・全身管理等の診療内
容に基づく指標を策定した。区分線1は救命救急や

84



活
動
概
要

新
型
コ
ロ
ナ
対
策

地
域
医
療
構
想
の
現
状

各
領
域
の
現
状
・
課
題

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

自
治
体
と
の
連
携

業
績
一
覧

人
材
育
成

報
告
会

活
動
概
要

新
型
コ
ロ
ナ
対
策

地
域
医
療
構
想
の
現
状

各
領
域
の
現
状
・
課
題

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

自
治
体
と
の
連
携

業
績
一
覧

人
材
育
成

報
告
会

補 足 資 料

２）用いたデータソース
　医療圏によって調査対象期間および対象医療機関が
異なる。東葛南部地域は平成29年11月の1ヵ月にお
ける高度急性期の報告病棟がある15病院の調査デー
タ、印旛地域は：平成29年10月～平成30年9月の1年
間における地域で高度急性期機能を担う3病院を対象
としている。

３）推計方法
　機能区分の定量的基準は、2025年の病床の必要量
と同じ基準とし、高度急性期機能は医療資源投入量
3,000点以上、急性期機能は3000点未満600点以上、
回復期機能は600点未満175点以上、慢性期は175点
未満と定めた。

４）推計結果
（総論の通り）
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５）推計の限界点
　病床単位の医療資源投入量に着目した市原地域・山
武長生夷隅地域・香取海匝地域の推計方法は2025年
の病床の必要量と同じ方式であるが、東葛南部地域、
印旛地域、千葉地域は独自の調査に基づく基準を用い
たため、2025年の病床の必要量との単純に比較する
ことができない点に留意する必要がある。

６）定量基準の推計に関する今後の課題
・	千葉県における定量的基準の考え方の特長は、地域
の実情に応じた病床機能の適切な把握のために、県
内医療圏ごとの方式を採用した点である。いっぽ
う、それぞれ方式を用いることの妥当性をそれぞれ
評価する必要があることと、データソースが異なる
と地域間の比較が難しくなることが課題となる。

・	現状の病床機能報告は6月診療分のみであり脳血管
疾患等季節性のある疾患を反映していない可能性が
指摘されている。今後は病床機能報告の通年化や外
来機能報告が始まる。データが追加されても千葉県
における定量基準に基づく推計結果が同様になり得
るか、という観点から頑健性についての検証が必要
である。

・	最も正確なデータソースは発生源である患者情報、
レセプト情報やDPCデータ等に基づく分析であ
る。診療情報の分析によって県内医療機関の機能
や診療実績を見える化し、医療機関に対する情報提
供を通じて、地域の医療機関同士による協議を活性
化させ、千葉県内地域の医療提供体制および医師確
保体制に関わる議論を促進できるのではないか。
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補 足 資 料

２）用いたデータソース
　医療圏によって調査対象期間および対象医療機関が
異なる。東葛南部地域は平成29年11月の1ヵ月にお
ける高度急性期の報告病棟がある15病院の調査デー
タ、印旛地域は：平成29年10月～平成30年9月の1年
間における地域で高度急性期機能を担う3病院を対象
としている。

３）推計方法
　機能区分の定量的基準は、2025年の病床の必要量
と同じ基準とし、高度急性期機能は医療資源投入量
3,000点以上、急性期機能は3000点未満600点以上、
回復期機能は600点未満175点以上、慢性期は175点
未満と定めた。

４）推計結果
（総論の通り）
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